
鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補 認定基準 

 
１． 主 旨 

（財）益富地学会館が認定する鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補制度は、鉱物の肉眼鑑定能力を養うことを

目的とする。この認定基準に基づき、鉱物鑑定検定を実施する。 

鉱物の肉眼鑑定は、野外での鉱物採集や調査研究において重要な地学的情報処理能力である。鉱物名

はもちろんのこと、鉱物の特徴や地質の状況もその場で予測し、把握することができるのである。鉱物

の組合せでできている岩石についても同様のことが言える。 

肉眼による鉱物の観察を通して、鉱物の魅力に触れ、自然に親しみ、自然科学の楽しさを多くの方々

に実感してもらいたい。この（財）益富地学会館認定の鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補認定制度が、生涯学

習の一助となり、鉱物愛好の輪が広がっていくことを期待する。 

 

 

２． 益富地学会館が認定する鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の等級 

    等  級        鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補 

 

 

鉱物鑑定士補 

 

 

４～９級 

・下記５の認定資格・認定基準を満たす者。 

・鉱物とは何か・鉱物と岩石の違い・鉱物採集のマナーやルール・鉱物の分 

 類や整理の仕方などを理解している者。 

・肉眼（ルーペ）の観察で、鉱物や岩石の識別ができ、その鉱物や岩石の性 

 質や産地の特徴について理解している者。 

 

 鉱物鑑定士 

 

１～３級 

・ 下記５の認定資格・認定基準を満たす者。 

・鉱物とは何か・鉱物と岩石の違い・鉱物採集のマナーやルール・鉱物の分 

 類や整理の仕方などを理解している者。 

・肉眼（ルーペ）の観察で、鉱物や岩石等の識別に優れ、その鉱物や岩石の 

の性質や産地の特徴について理解し、説明できる者。 

   名誉鉱物鑑定士 

 

・（財）益富地学会館の運営に貢献し、鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補認定制度 

の普及に携わった者。 

   特別鉱物鑑定士  鉱物学に精通し、（財）益富地学会館に貢献した者。 

 

３． （財）益富地学会館が認定する鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定取得により、指導に

当たることができる活動内容 

下記のすべての活動内容は、（財）益富地学会館を通じて、鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補として指導に当た

ることとする。 

  区 分    認定取得による鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の活動内容 

鉱物鑑定士補 ・（財）益富地学会館主催の『かわらの石観察研究会』等の鉱物の肉眼鑑定に関わる 

 研修会や採集会に指導に当たることができる。 

 

 

鉱物鑑定士 

（名誉鉱物鑑定士） 

（特別鉱物鑑定士） 

・（財）益富地学会館主催の『かわらの石観察研究会』『鉱物鑑定会』等の鉱物の肉 

 眼鑑定に関わる研修会や採集会に指導に当たることができる。 

・鉱物鑑定士補の鉱物鑑定検定や講習会等に指導に当たることができる。 

・（財）益富地学会館に鉱物鑑定の依頼があれば、鉱物鑑定に当たることができる。 

・（財）益富地学会館に鉱物や岩石に関する講義や授業などの依頼があれば指導教育

に当たることができる。 

・ 鉱物鑑定士としての指導経験や指導実績は、鉱物鑑定士２級以上の認定に活か 

すことができる。（鉱物鑑定士２級以上の昇級あり。下記５の認定基準②） 
 



 
鉱物鑑定士委員会 

 
 事 務 局 

・認定料・鉱物鑑定検定料・会場等の運営に関する決定 
・「鉱物鑑定検定」の実施 
・特別鉱物鑑定士・名誉鉱物鑑定士・鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定 
・機関誌の発行 

・「鉱物鑑定検定」の出願や認定申込の受付 
・「鉱物鑑定検定」の結果や認定証の送付 
・問合せの受付（下記８） 

鉱物鑑定士委員会は、以下の者で組織する。 

 ・委員長 ：（財）益富地学会館 理事長 

 ・副委員長：（財）益富地学会館 常務理事・相談役理事 

 ・実行委員：（財）益富地学会館研究委員２名・鉱物鑑定士４名 

事務局は、（財）益富地学会館内に置く。

４． 鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補認定制度の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定資格・認定基準 

以下の認定基準①②③のどれか１つの項目すべてを満たす者。認定された者には、鉱物鑑定士・鉱物鑑

定士補の認定証を発行する。 

等級 認定基準①（検定合格） 認定基準②（申請・指導実績） 認定基準③（申請・推薦） 

９ 

級 

・８級を受講した者。 

（認定料は検定料に含まれる） 

  

８

級 

・８級検定に合格した者。 

（認定料は検定料に含まれる） 

  

７

級 

・７級検定に合格した者。 

・規定の認定申請書を提出し 

 認定料を納めた者。    

  

６

級 

・６級検定に合格した者。 

・規定の認定申請書を提出し 

 認定料を納めた者。    

  

５

級 

・５級検定に合格した者。 

・規定の認定申請書を提出し 

 認定料を納めた者。 

  

 

 

鉱 

 

物 

 

鑑 

 

定 

 

士 

 

補 

 

 
４

級 

・４級検定に合格した者。 

・規定の認定申請書を提出し 

 認定料を納めた者。 

  



 

３ 

 

級 

・３級検定に合格し、規定の 

 認定申請書を提出した者。 

・鉱物鑑定士委員会で承認さ 

 れ、認定登録料①を納めた 

 者。 

 ・規定の認定申請書を提出した 

 者。（鉱物鑑定士２名の推薦 

 が必要である） 

・４００種以上の鉱物標本を所 

 有している者、または管理し 

 ている者。 

・鉱物鑑定士委員会で承認さ 

 れ、認定登録料③を納めた 

 者。 

 

２ 

 

級 

・２級を取得するには 

 ②または③ 

 

・鉱物鑑定士３級に登録され 

 ており、規定の認定申請書 

 を提出した者。 

・ 鉱物鑑定士３級として（財） 

益富地学会館主催の「鉱物鑑 

定検定」や野外採集会などの 

指導実績がある者。（ポイン 

ト制で合計１００点以上） 

「鉱物鑑定検定講師」１０点 

「鉱物鑑定検定補助」５点 

「研究会や採集会講師」５点 

「地学研究などの報文」５点 

「地学研究などの論文」１０～

１００点 

・ 鉱物鑑定や指導内容のすべ

ては、（財）益富地学会館を

通じて行うこととする。 

・ 鉱物鑑定士委員会で承認さ 

 れ、認定登録料②を納めた 

 者。 

・鉱物鑑定士３級に登録されて 

 おり、規定の認定申請書を提 

 出した者。（鉱物鑑定士２名 

 の推薦が必要である） 

・『地学研究』などに、鉱物に 

 関する研究発表を１回以上 

 行っている者。 

・５００種以上の鉱物標本を所 

 有している者、または管理し 

 ている者。 

・鉱物鑑定士委員会で承認さ 

れ、認定登録料③を納めた者。 

 

 

 

 

 

 

 

鉱 

 

 

 

物 

 

 

 

鑑 

 

 

 

定 

 

 

 

士 

１ 

 

級 

・１級を取得するには 

 ②または③ 

 

・鉱物鑑定士２級に登録され 

 ており、規定の認定申請書を 

 提出した者。 

・ 鉱物鑑定士２級として、 

（財）益富地学会館主催の「鉱 

物鑑定検定」や野外採集会な 

どの指導実績がある者。（ポ 

イント制で合計１００点以 

上、各指導内容とポイント数 

は２級と同じ。） 

・ 鉱物鑑定や指導内容のすべ

ては、（財）益富地学会館を

通じて行うこととする。 

・鉱物鑑定士委員会で承認さ 

れ、認定登録料②を納めた者。 

・鉱物鑑定士２級に登録されて 

 おり、規定の認定申請書を提 

 出した者。（鉱物鑑定士２名 

 の推薦が必要である） 

・『地学研究』などに、鉱物に 

 関する研究発表を３回以上 

 行っている者。 

・６００種以上の鉱物標本を所 

 有している者、または管理し 

 ている者。 

・鉱物鑑定士委員会で承認さ 

 れ、認定登録料③を納めた 

 者。 

 

 

 

 



６． 鉱物鑑定検定料・鉱物鑑定士補の認定料・鉱物鑑定士の認定登録料（消費税を含む） 

・鉱物鑑定検定料・鉱物鑑定士補の認定料・鉱物鑑定士の認定登録料は、以下の通りである。 

・（財）益富地学会館認定の鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定を希望するものは、下記の認定料や認定登 

 録料を納める必要がある。 

・認定の申請は、任意である。 

・鉱物鑑定士補や鉱物鑑定士の認定を希望しなくても、「鉱物鑑定検定」は受験できる。 

 但し、「鉱物鑑定検定」に合格していても、認定申請を受理されなければ「鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補」 

 は名乗れない。 

・認定申請の期限は、検定合格から１年以内。 

・認定の取り消しは、「鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補」を名乗り、（財）益富地学会館に不利益をもたらす 

 場合は認定を取り消す場合がある。 

 

鉱物鑑定検定料・鉱物鑑定士補の認定料・鉱物鑑定士の認定登録料（消費税を含む） 

等級 鉱物鑑定検定料 
鉱物鑑定士補 

認定料 

鉱物鑑定士 

認定登録料① 

鉱物鑑定士 

認定料登録料② 

鉱物鑑定士 

認定料登録料③ 

８ ￥３，０００ 検定料に含まれる － － － 

７ ￥３，０００ ￥３，０００ － － － 

６ ￥３，０００ ￥３，０００ － － － 

５ ￥５，０００ ￥５，０００ － － － 

４ ￥５，０００ ￥５，０００ － － － 

３ ￥１０，０００ － ￥２０，０００ － ￥１００，０００ 

２ － － － ￥２０，０００ ￥１５０，０００ 

１ － － － ￥３０，０００ ￥２００，０００ 

 

 

７． 個人情報の取り扱いについて 

（財）益富地学会館認定の鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定申請によって取得した個人情報は、認定証

の送付や鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の当該認定目的の遂行に必要な範囲で使用する。 

 

鉱物鑑定士・鑑定士補認定の業務に関して得た個人情報は、原則として公開しない。 

但し、以下に該当する場合は本人の同意なく当該第三者に情報の提供をすることがある。 

１． 法令に基づき、警察、裁判所等の国や地方の諸機関より、個人情報の開示が求められた場合 

２． （財）益富地学会館の権利や財産を保護するために開示が必要な場合 

３． その他、正当な事由がある場合 

 

本認定の申請者は、上記の事項について同意しているものとみなす。 

 

 

８． 鉱物鑑定士・鉱物鑑定士補の認定申請に関する問合せ 

 

  （財）益富地学会館内  「鉱物鑑定士委員会」事務局 

     〒６０２－８０１２ 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町３９４ 

          ℡：０７５－４４１－３２８０  Fax：０７５－４４１－６８９７ 

          http://www.masutomi.or.jp   E-mail: info＠masutomi.or.jp 

 

 

                           改正 ２０１１年４月１日 



 

鉱物鑑定士補４～６級認定申請用（様式１―①） 

 

鉱物鑑定士補 認定申請書 
 

 「鉱物鑑定検定（  ）級」を（   ）年（  ）月（  ）日に合格致しましたので、 

（財）益富地学会館認定「鉱物鑑定士補（  ）級」の認定申請を致します。 

 

                                年   月  日  
  フリガナ  ○ を つ

け て く

ださい。 

同好会会員・地学研究会会員・

賛助会会員・一般・高校生・ 
中学生・小学生（3 年生以上） 認定申請者  

氏 名  

 

          印  
会員  
 番号  

（会員の方のみ）  

住  所  
 

〒 

 電話番号   FAX  

 E-mail ＠ 

 生年月日  西暦    年  月  日生まれ  （    歳） 

略  歴  

 

 
認定申請方法：上記にご記入の上、郵送または FAX・メールにて申請してください。  
    この認定申請書の提出と鉱物鑑定士補認定料の納入を以て、正式な申請と致します。 
    認定申請月の翌月上旬ごろに認定証を郵送します。 
 
＊会員とは、（財）益富地学会館の同好会、賛助会及び日本地学研究会に入会している方です。 
＊楷書ではっきりとご記入下さい。 
＊ご提出された個人情報は、「鉱物鑑定士補」認定に関わる業務以外の目的で使用することはあり 
 ません。但し、鉱物鑑定士補６～４級認定者は、（財）益富地学会館ホームページの「鉱物鑑定士 
補」の紹介でお名前を掲載致します。不用の場合は、ご連絡ください。 

  
 
 
 《提出先》   
 （財）益富地学会館内「鉱物鑑定士委員会」事務局 宛  
      〒602-8012 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町 394 
      TEL：075-441-3280   FAX：075-441-6897   E-mail：info@masutomi.or.jp 
 



 

 鉱物鑑定士３級 認定登録申請①用（様式１―②） 

                                     認定登録 NO.    

 

鉱物鑑定士３級 認定登録申請書 
 

 「鉱物鑑定検定３級」を（   ）年（  ）月（  ）日に合格致しましたので、 

（財）益富地学会館認定「鉱物鑑定士３級」のを認定登録申請致します。 

 

                               年   月  日  
  フリガナ  ○ を つ

け て く

ださい。 

同好会会員・地学研究会会員・

賛助会会員・一般・高校生・ 
中学生・小学生（3 年生以上） 認定申請者  

氏 名  

 

          印  会員  
 番号  

（会員の方のみ）  

 住  所  
 

〒 

 電話番号   FAX  

 E-mail ＠ 

 生年月日  西暦    年  月  日生まれ  （    歳） 

略  歴  
 

鉱物鑑定検定３級 

 合格のご感想 
（機関誌に掲載します）  

 
 
 
 

＊認定申請方法：上記にご記入の上、郵送や FAX・メールにて申請してください。  
・この「鉱物鑑定士３級認定登録申請書」の提出と鉱物鑑定士３級認定登録料の納入を以て、正式な申 
請と致します。 

・鉱物鑑定士３級の認定証に顔写真を添付致します。証明写真（３ｃｍ×４ｃｍ）を提出して下さい。 
・認定登録申請月の翌月上旬に「鉱物鑑定委員会」の承認を受け、認定証を郵送します。 
＊会員とは、（財）益富地学会館の同好会、賛助会及び日本地学研究会に入会している方です。 
＊楷書ではっきりとご記入下さい。 
＊提出された個人情報は、「鉱物鑑定士」認定登録に関わる業務以外の目的で使用することは、 
 ありません。但し、鉱物鑑定士３級以上の方は、（財）益富地学会館ホームページの「鉱物鑑定 
士の紹介」でお名前を掲載致します。不用の場合は、ご連絡ください。 

  《提出先》   
 （財）益富地学会館内「鉱物鑑定士委員会」事務局 宛  
      〒602-8012 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町 394 
      TEL：075-441-3280   FAX：075-441-6897   E-mail：info@masutomi.or.jp 



 
鉱物鑑定士２級 認定登録申請②用（様式２―①） 

                                     認定登録 NO.    

 

鉱物鑑定士２級 認定登録申請書 
（財）益富地学会館認定「鉱物鑑定士２級」の認定登録を申請致します。 

                               年   月  日  
  フリガナ  ○をつけて

ください。  

同好会会員・地学研究会会員・

賛助会会員・一般・高校生 
認定登録申請者  
氏  名  

 

          印  認定登録

番号  
鉱物鑑定士３級認定登録番号  

住  所 
 

〒 

電話番号  FAX  
E-mail ＠ 
生年月日 西暦    年  月  日生まれ  （    歳） 
略  歴  

   内  容  点    内  容 点 
「鉱物鑑定検定」講師 
   １０点×（  ）回 

 
 

「地学研究」などの報文 
    ５点×（  ）回 

 
 

「鉱物鑑定検定」補助 
    ５点×（  ）回 

 
 

「地学研究」などの論文 
   １０点×（  ）回 

 
 

研究会や採集会の講師 
    ５点×（  ）回 

 
 

地学教室などの講師 
      ５点×（  ）回 

 
 

（財）益富地学会館

主催の研究・事業・

行事など対象とな  
る指導実績  
（１００点以上）  
＊講師や鉱物鑑定内

容のすべては、（財）

益富地学会館を通じ

て行うこととする。  
（その他、活動内容があれば）  

 
（その他、活動内容があれば）  

 
 
 

認定の際に参考となることがあれば記載してください。  

 
 

参考事項 
認定登録候補者が（財）益富地学会館主催の「益富地学賞」に鉱物や岩石に関する

研究を応募し、過去に受けた賞などでも可  

    年  月  受賞事項   賞の名前 
 
 

＊認定申請方法：上記にご記入の上、郵送や FAX・メールにて申請してください。  
・この「鉱物鑑定士２級認定登録申請書」の提出をもって、正式な申請と致します。 
・認定登録申請月の翌月上旬に「鉱物鑑定委員会」の認定会議を受け、結果を郵送でお知らせします。  
「鉱物鑑定士２級」の認定を受け、認定登録料の納入を以て、認定証を郵送します。 

＊楷書ではっきりとご記入下さい。 
＊提出された個人情報は、「鉱物鑑定士」認定登録に関わる業務以外の目的で使用することはありません。 
  《提出先》   
 （財）益富地学会館内「鉱物鑑定士委員会」事務局 宛  

〒602-8012 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町 394  
TEL：075-441-3280 FAX：075-441-6897   E-mail：info@masutomi.or.jp 



 
鉱物鑑定士２級 認定登録申請②用（様式２－②） 

                                     認定登録 NO.    

 

鉱物鑑定士１級 認定登録申請書 
（財）益富地学会館認定「鉱物鑑定士１級」の認定登録を申請致します。 

                                年   月  日  
  フリガナ  ○をつけて

ください。  

同好会会員・地学研究会会員・

賛助会会員・一般・高校生 
認定登録申請者  
氏 名  

 

          印  認定登録

番号  
鉱物鑑定士２級認定登録番号  

住  所 
 

〒 

電話番号  FAX  
E-mail ＠ 
生年月日 西暦    年  月  日生まれ  （     歳） 
略  歴  

   内  容  点     内  容 点 
「鉱物鑑定検定」講師 
   １０点×（  ）回 

 
 

「地学研究」などの寄書 
    ５点×（  ）回 

 
 

「鉱物鑑定検定」補助 
    ５点×（  ）回 

 
 

「地学研究」などの論文 
   １０点×（  ）回 

 
 

研究会や採集会の講師 
    ５点×（  ）回 

 
 

地学教室の講師 
      ５点×（  ）回 

 
 

（財）益富地学会館

主催の研究・事業・

行事など対象とな

る指導実績  
（１００点以上）  
＊講師や鉱物鑑定内

容のすべては、（財）

益富地学会館を通じ

て行うこととする。  
 

（その他、活動内容があれば）  
 

（その他、活動内容があれば）  

 
 
 

認定の際に参考となることがあれば記載してください。  

 

 

参考事項 
認定登録候補者が（財）益富地学会館主催の「益富地学賞」に鉱物や岩石に関する

研究を応募し、過去に受けた賞などでも可  

    年  月  受賞事項   賞の名前 
 
 

＊認定申請方法：上記にご記入の上、郵送や FAX・メールにて申請してください。  
・この「鉱物鑑定士１級認定登録申請書」の提出をもって、正式な申請と致します。 
・認定登録申請月の翌月上旬に「鉱物鑑定委員会」の認定会議を受け、結果を郵送でお知らせします。  
「鉱物鑑定士１級」の認定を受け、認定登録料の納入を以て、認定証を郵送します。 

＊楷書ではっきりとご記入下さい。 
＊提出された個人情報は、「鉱物鑑定士」認定登録に関わる業務以外の目的で使用することはありません。 
  《提出先》   
 （財）益富地学会館内「鉱物鑑定士委員会」事務局 宛  

〒602-8012 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町 394  
TEL：075-441-3280 FAX：075-441-6897   E-mail：info@masutomi.or.jp 



 
 鉱物鑑定士３～１級 認定登録申請③用（様式３） 

                                     認定登録 NO.    

 

鉱物鑑定士 認定登録 推薦・申請書 
 

（財）益富地学会館認定「鉱物鑑定士（  ）級」の認定登録を申請致します。 

                                年   月  日  
  フリガナ  ○をつけて

ください。  

同好会会員・地学研究会会員・

賛助会会員・一般・高校生 
認定登録候補者  
氏 名  

 

          印  認 定登録
番号  

鉱物鑑定士取得級がある人のみ  

住  所 
 

〒 

電話番号  FAX  
E-mail ＠ 
生年月日 西暦    年  月  日生まれ  （     歳） 
略  歴  

現在の鉱物標本の

所有（管理）数  
   

年  月  日現在、      種 
所有している鉱物名と産地名（新しく入手したものから順に３０種）を記載してください。 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

６ ７ ８ ９ 10 
 

11 12 13 14 15 
 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 
 

団体代表の推薦（会社や博物館などで鉱物標本を管理している方のみ）  
上記の者の鉱物鑑定士３級認定登録を、所属の上長として推薦致します。 
 
推薦者氏名：           （印） 
 
連絡先： 〒 
 
 
会社名：                        電話番号：      
      
認定登録候補者名から見た関係（職名）： 



対象となる鉱物に関する研究発表について明記してください。（別刷りやコピーを提出）  
（２級認定登録申請者は１件、１級認定登録申請者は３件、３級認定申請者はあれば記載） 
学術誌名  掲載年月日   年  月  日 

題 名  

学術誌名  掲載年月日   年  月  日 

題 名  

学術誌名  掲載年月日    年  月  日  

題 名  

認定の際に参考となることがあれば記載してください。  

 
参考事項 

認定登録候補者が（財）益富地学会館主催の「益富地学賞」に鉱物や岩石に関する

研究を応募し、受けた賞などでも可  

   年  月  日   受賞研究    賞の名前 
 
登録番号  氏 名 住所・電話・ＦＡＸ  
 
 

       
       印 

  
推薦者２名 
（鉱物鑑定士） 

 
 

 
       印 

  
 

推薦理由 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
＊認定申請方法：上記にご記入の上、郵送や FAX・メールにて申請してください。  
・この「鉱物鑑定士認定登録推薦申請書」と鉱物関係の研究発表の別刷り（コピー）の提出をもって、正式 
な申請と致します。 

・提出された書類はいっさい返却いたしません。 
・認定登録申請月の翌月上旬に「鉱物鑑定委員会」の認定会議を受け、結果を郵送でお知らせします。  
「鉱物鑑定士」の認定を受け、認定登録料の納入を以て、認定証を郵送します。 

・楷書ではっきりとご記入下さい。 
・提出された個人情報は、「鉱物鑑定士」認定登録に関わる業務以外の目的で使用することはありません。 
 
  《提出先》   
 （財）益富地学会館内「鉱物鑑定士委員会」事務局 宛  

〒602-8012 京都市上京区出水通烏丸西入 中出水町 394  
TEL：075-441-3280 FAX：075-441-6897   E-mail：info@masutomi.or.jp 

 
 


